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令和７年３月10日農業委員会議事録 

 

１ 開会日時及び場所    令和７年３月10日  午後２時40分 

              市役所 第一委員会室 

２ 閉会日時        令和７年３月10日  午後３時26分 

３ 委員氏名 

    (1)出席者 

     西  孝則   安武 正一   智原 利彦   薄  隆太 

     常岡 寿子   吉村 和真   中野 修一   渡  俊次 

     舩越 寛治   松田 正吉   魚谷千代子   青谷  強 

     安部 勇児   薄   剛   渋田 安広   西﨑 博文 

     吉村 博文   松尾 茂樹 

    (2)欠席者 

     水上シゲ子   松﨑 富幸 

４ 議事に参与した者 

     事務局長    進  誠剛 

     係長      村山 隆一 

係       長井 啓子 

     係       笹野項之輔 

     係       髙原 康裕 

     係       常岡 仁志 

５ 会議に付した事項 

    議案第１号 農地法第３条（委員会） 

    議案第２号 農地法第４条（知事） 

    議案第３号 農地法第５条（知事） 

    議案第４号 利用権の設定（農用地利用集積計画の公告） 

    報告第１号 農地法第５条（届出） 

    報告第２号 農地改良届の受理について 

    報告第３号 農地移動適正化あっせん事業によるあっせん委員の指名について 

    報告第４号 利用権の終了（農用地利用集積計画） 

─────────────────────────────────── 
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午後２時40分開会 

○事務局長（進  誠剛君）  令和７年３月定例農業委員会開会前に、出席委員の確認をいたしま

す。 

 本会議は松﨑委員から、欠席連絡を頂いております。出席人数は１８名でございます。農業委

員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、過半数の要件を満たしておりますことから、

本会議が成立していることを御報告いたします。 

 続きまして、議長の指名でございます。本日の議事進行につきましては、西会長、よろしくお

願いいたします。 

○議長（西  孝則君）  お疲れさまでした。春になってしまいましたけど、ちょっと調子の悪い

時期というふうにはまっております。鼻水とか咳とかしますので、ちょっとお許しください。  

 それでは、議事をやっていきたいと思います。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（西  孝則君）  議事録署名委員の指名を行います。薄委員と渋田委員のお２人にお願い

します。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（西  孝則君）  それでは、議案第１号農地法第３条について、事務局、説明をお願いし

ます。 

○係（長井 啓子君）  それでは、農地法第３条の許可申請、申請番号３─３９について説明いた

します。 

 議案書の１ページを御覧ください。今回の申請は、農地法３条の申請により売買を行い、農地

として使用していくという内容です。本件の６筆の措置については、令和７年第１回の総会で、

あっせんの申出があった農地として報告し、１月３０日にあっせん協議会が開催され、売買の協

議が調ったことから、今回、農地法３条の申請が行われたものになります。 

 譲受人は現在年齢７６歳で、古賀市内において土木業を経営されており、休日に農業をされて

いる方です。農業従事年数は５年と伺っております。農業経営状況としましては、主に水稲の作

付けを行っておられます。所有する農機具はトラクター、軽トラック等を所有しておられます。 

 続きまして、位置図の説明をいたします。議案書の３ページを御覧ください。庄南区公民館支

所東側に位置する、斜線部の６筆です。今回の申請地における営農計画としましては、水稲の作

付けを行っていきたいとのことです。 

 本件については、地元委員さんの署名捺印を頂いていることから、事務局で受理しております。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（西  孝則君）  事務局の説明が終わりました。意見等ありましたら、お願いします。  
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（西  孝則君）  ないようでしたら、採決に移ります。賛成の方は挙手をお願いします。 

〔賛成者挙手11／11名〕 

○議長（西  孝則君）  全員賛成。  

 次、３─４０の説明をお願いします。 

○係（長井 啓子君）  農地法第３条の許可申請、申請番号３─４０について説明いたします。  

 議案書の１ページを御覧ください。今回の申請は、農地法３条の申請により贈与を行い、農地

として使用していくという内容です。 

 譲受人は現在年齢８９歳で、古賀市内において御家族で農業をされている方です。農業従事年

数は６０年と伺っております。農業経営状況としましては、水稲、野菜、ミカンの栽培を行って

おられます。所有する農機具は、トラクター、コンバイン、田植え機、もみすり機、軽トラック

等を所有しておられます。 

 続きまして、位置図の説明をいたします。議案書の４ページを御覧ください。薦野にある麦田

橋の東側に位置する、斜線部の１筆です。今後の申請地における営農計画としましては、水稲の

作付けを行っていきたいとのことです。 

 本件については、地元委員さんの署名捺印を頂いていることから、事務局で受理しております。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（西  孝則君）  事務局の説明が終わりました。意見等ありましたら、挙手をお願いしま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（西  孝則君）  ないようでしたら、採決に移ります。農業委員さんは挙手にてお願いし

ます。 

〔賛成者挙手11／11名〕 

○議長（西  孝則君）  全員賛成。  

 それでは次、３─４１の説明をお願いします。 

○係（長井 啓子君）  農地法第３条の許可申請、申請番号３─４１について説明いたします。  

 議案書の１ページを御覧ください。今回の申請は、農地法３条の申請により売買を行い、農地

として使用していくという内容です。 

 譲受人は現在年齢４３歳で、古賀市内において御家族で農業をされている方です。農業従事年

数は５年と伺っております。農業経営状況としましては、水稲、イチゴの栽培を行っておられま

す。所有する農機具は、トラクター、田植え機、軽トラック等を所有しておられます。 

 続きまして、位置図の説明をいたします。議案書の５ページを御覧ください。青柳小学校の西
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側に位置する、斜線部の２筆です。今後の申請地における営農計画としましては、水稲の作付け

を行っていきたいとのことです。 

 本件については、地元委員さんの署名捺印を頂いていることから、事務局で受理しております。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（西  孝則君）  事務局の説明が終わりました。意見等ありましたら、挙手でお願いしま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（西  孝則君）  ないようでしたら、採決に移ります。農業委員さんは挙手でお願いしま

す。 

〔賛成者挙手11／11名〕 

○議長（西  孝則君）  全員賛成。  

 それでは、次に移ります。３─４２の説明をお願いします。 

○係（長井 啓子君）  農地法第３条の許可申請、申請番号３─４２について説明いたします。  

 議案書の１ページを御覧ください。今回の申請は、農地法３条の申請により売買を行い、農地

として使用していくという内容です。 

 譲受人につきましては、先ほどと同じ説明になりますので、割愛させていただきます。 

 続きまして、位置図の説明をいたします。議案書の６ページを御覧ください。青柳にある古賀

グリーンパークの西側に位置する、斜線部の１筆です。今後の申請地における営農計画としまし

ては、水稲の作付けを行っていきたいとのことです。 

 本件については、地元委員さんの署名捺印を頂いていることから、事務局で受理しております。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（西  孝則君）  事務局の説明が終わりました。意見等ありましたら、挙手をお願いしま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（西  孝則君）  なければ、採決に移ります。農業委員さんは挙手でお願いします。  

〔賛成者挙手11／11名〕 

○議長（西  孝則君）  全員賛成。  

 続きまして、３─４３の説明をお願いします。 

○係（長井 啓子君）  農地法第３条の許可申請、申請番号３─４３について説明いたします。  

 議案書の２ページを御覧ください。今回の申請は、農地法３条の申請により贈与を行い、農地

として使用していくという内容です。 

 譲受人は現在年齢６３歳で、古賀市内において御夫婦で農業をされている方です。農業従事年
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数は４４年と伺っております。農業経営状況としましては、水稲、ケールの栽培を行っておられ

ます。所有する農機具は、トラクター、動力噴霧機、草刈機、軽トラック等を所有しておられま

す。 

 続きまして、位置図の説明をいたします。議案書の７ページを御覧ください。青柳小学校の北

側に位置する、斜線部の２筆になります。今後の申請地における営農計画としましては、水稲、

ケールの栽培を行っていきたいとのことです。 

 本件については、地元委員さんの署名捺印を頂いていることから、事務局で受理しております。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（西  孝則君）  事務局の説明が終わりました。意見等ある方は、挙手をお願いします。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（西  孝則君）  ないようでしたら、採決に移ります。賛成される農業委員さんは挙手を

お願いします。  

〔賛成者挙手11／11名〕 

○議長（西  孝則君）  全員賛成です。  

 次に、３─４４の説明をお願いします。 

○係（長井 啓子君）  農地法第３条の許可申請、申請番号３─４４について説明いたします。 

 議案書の２ページを御覧ください。今回の申請は、農地法３条の申請により売買を行い、農地

として使用していくという内容です。 

 譲受人は現在年齢６７歳で、古賀市内において農業をされている方です。農業従事年数は

５０年と伺っております。農業経営状況としましては、水稲の栽培を行っておられます。所有す

る農機具は、コンバイン、トラクター、田植え機、軽トラック等を所有しておられます。 

 続きまして、位置図の説明をいたします。議案書の８ページを御覧ください。薦野にある大人

橋の南側に位置する、斜線部の２筆です。今後の申請地における営農計画としましては、水稲の

作付けを行っていきたいとのことです。 

 本件については、地元委員さんの署名捺印を頂いていることから、事務局で受理しております。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（西  孝則君）  事務局の説明が終わりました。意見等ありましたら、挙手をお願いしま

す。 

○委員（２番 安武 正一君）  最適化推進委員でございますけれども、関係者であります薄委員

さんが、もう自主的に出られましたので、ちょっと報告をいたします。  

○係（長井 啓子君）  すみません。あとちょっと事務局のほうから補足説明がございまして、申

請番号の３─４４については、次に説明いたします申請番号３─４５、４６の譲受人の農業支援
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を、薦野地区の農業委員をはじめ、地区の方が技術支援をされており、土地を確保するための売

買の案件になっております。 

○議長（西  孝則君）  意見がなければ、採決に移ります。賛成される農業委員さんは挙手をお

願いします。  

〔賛成者挙手11／11名〕 

○議長（西  孝則君）  全員賛成。  

 次に、３─４５の説明をお願いします。 

○係（長井 啓子君）  農地法第３条の許可申請、申請番号３─４５について説明いたします。  

 議案書の２ページを御覧ください。今回の申請は、農地法３条の申請により売買を行い、農地

として使用していくという内容です。 

 譲受人は現在年齢２６歳で、古賀市内において農業をされている方です。農業従事年数は１年

と伺っております。農業経営状況としましては、イチゴの栽培を行っておられます。所有する農

機具は、草刈り機、肥料散布機、軽トラック等を所有しておられます。 

 続きまして、位置図の説明をいたします。議案書の９ページを御覧ください。薦野にある麦田

橋の北側に位置する、斜線部の２筆です。今後の申請地における営農計画としましては、イチゴ

の栽培を行っていきたいとのことです。 

 本件については、地元委員さんの署名捺印を頂いていることから、事務局で受理しております。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（西  孝則君）  事務局の説明が終わりました。意見等ありましたら、挙手をお願いしま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（西  孝則君）  ないようでしたら、採決に移ります。賛成される農業委員さんは挙手を

お願いします。  

〔賛成者挙手11／11名〕 

○議長（西  孝則君）  全員賛成。  

 ３─４６の説明をお願いいたします。 

○係（長井 啓子君）  農地法第３条の許可申請、申請番号３─４６について説明いたします。  

 議案書の２ページを御覧ください。今回の申請は、農地法３条の申請により売買を行い、農地

として使用していくという内容です。 

 譲受人につきましては、先ほどと同じ説明になりますので、割愛させていただきます。 

 続きまして、位置図の説明をいたします。議案書の１０ページを御覧ください。薦野にある麦

田橋の北側に位置する、斜線部の３筆です。今後の申請地における営農計画としましては、イチ
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ゴの栽培を行っていきたいとのことです。 

 本件については、地元委員さんの署名捺印を頂いていることから、事務局で受理しております。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（西  孝則君）  事務局説明を終わりました。意見があります方は挙手をお願いします。  

○係（長井 啓子君）  事務局のほうからすみません。１つ訂正がございます。位置図の１０ペー

ジなんですけれども、地番のほうが「１９９７─３」となっておりますけれども、正しいのが、

「１９７７─３」が正しいです。申し訳ありません。  

○議長（西  孝則君）  何もなければ、採決に移ります。賛成される農業委員さんは挙手をお願

いします。 

〔賛成者挙手11／11名〕 

○議長（西  孝則君）  全員賛成。  

……………………………………………………………………………… 

○議長（西  孝則君）  次、２号議案に移ります。農地法第４条の３─１の説明をお願いします。  

○係（長井 啓子君）  それでは、農地法第４条の許可申請、申請番号３─１について説明いたし

ます。 

 今回の申請は、申請人が農地法４条の申請により、共同住宅２棟の建設を行う内容になってお

ります。開発面積が１,０００ｍ２以上で、３戸以上の共同住宅の宅地開発のため、市の指導要

項の対象となり、関係機関との協議が完了していることから、農地法の申請に至っております。 

 申請人、申請地等につきましては、記載のとおりです。 

 位置図の説明をいたします。議案書の１２ページを御覧ください。申請地は、青柳町にある道

田池の西側に位置する、斜線部の３筆です。 

 次に、農地区分の説明をいたします。本申請地は、周囲を他地目で分断されていることから、

第２種農地として判断しております。また、古賀市特定用途制限地域の田園居住地地区にも該当

する地区になっております。 

 補足説明をさせていただきますと、机上にこちらのパンフレットをお配りしております。こち

らが古賀市特定用途制限地域のパンフレットになっております。簡単に説明させていただきます

けれども、この特定用途制限地域は、田園居住地地区と筑紫野古賀線沿線地区の２つの地域に区

分され、それぞれの地域の特性に応じた土地利用を行って、田園居住地地区は、農業地域や森林

地域としての環境保全とする居住地域となり、筑紫野古賀線沿線地区は、交通の利便性が良く、

商業・工業用地として適している地区で、幹線道路を活用した土地利用する地区になっておりま

す。また、この２つの地区によって、建築物等の用途の制限が異なりますので、後で御一読いた

だければと思います。 
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 それでは、議案書のほうに戻りたいと思います。 

 次に、計画図等の説明をいたします。１３ページに現況図、１４ページに計画平面図、

１５ページに雨水排水計画図、１６ページに断面図を記載しております。 

 １４ページを御覧ください。計画としましては、共同住宅２棟、１８戸の計画で、進入口につ

いては南側に１か所設け、歩道の境界ブロックを設置し、敷地内に受水槽を設置し、宅内に給水

する計画になっております。 

 雨水排水について説明いたします。雨水排水は、敷地内から西側の新設雨水桝に集水し、北側

の既存の集水桝に接続し、排水いたします。汚水排水は、宅内から敷地内南側の新設汚水ますに

集水し、既存の公共下水道に接続し、排水いたします。 

 切土・盛土について説明いたします。切土はございません。盛土は最大で約２.８ｍ程度の計

画となっております。隣地境界は、西側にＵ字側溝を設け、西側と東側にはコンクリートブロッ

クにメッシュフェンスを設置し、北側には防草シートを貼り、土留めと土砂等の流出防止を行い

ます。 

 最後に、地元水利承諾書について御説明いたします。地元からは、令和７年１月２９日に、無

条件での水利承諾書の提出があっております。併せまして、区域委員の署名捺印を頂いているこ

とから、事務局で受理しております。 

 説明は以上になります。 

 地元委員さんから補足等ありましたら、よろしくお願いいたします。 

○委員（２０番 松尾 茂樹君）  今、現地でも申しましたように、道路を挟んで反対側の大東建

託によるアパートみたいなものが建つと聞いております。開発委員会では問題なく、以上です。 

○議長（西  孝則君）  事務局等の説明は終わりました。意見等ありましたら、挙手お願いしま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（西  孝則君）  なければ、採決に移ります。賛成される農業委員さんは挙手をお願いし

ます。 

〔賛成者挙手11／11名〕 

○議長（西  孝則君）  全員賛成。  

……………………………………………………………………………… 

○議長（西  孝則君）  それでは、議案第３号、農地法第５条、３─１６の説明をお願いします。  

○係（長井 啓子君）  農地法第５条の許可申請、申請番号３─１６について説明いたします。  

 今回の申請は、申請人が農地法５条の申請により売買を行い、特定建築条件付売買予定地に転

用し、宅地造成する内容になっております。 



- 9 - 

 申請人、申請地等につきましては、記載のとおりです。 

 位置図の説明をいたします。議案書の１８ページを御覧ください。申請地は、青柳町にあるク

ロスパルこがの東側に位置する、斜線部の２筆です。 

 次に、農地区分の説明をいたします。本申請地は、周囲を他地目で分断されていることから、

第２種農地として判断しております。また、市街化調整区域でありますが、建築規制が緩和され

た町川原１区指定区域内でもございます。また、補足説明として、机上のほうに資料を、こちら

３枚置いております。１月の農業委員会でも少し御説明があったかと思いますが、古賀市内で建

築規制が緩和された３地区、町川原１区、筵内、高田地区、この３つが、規制緩和により戸建て

住宅が建てることができるようになっております。また、地区によって要件等が異なりますので、

またお時間あるときに御確認いただければと思います。 

 それでは、議案のほうに戻りたいと思います。 

 次に、計画図等の御説明をいたします。１９ページに現況図、２０ページに計画平面図、

２１ページに断面図等を記載しております。 

 ２０ページを御覧ください。計画では、申請地内に宅地造成３区画の使用になっております。

雨水排水については、敷地内で集水したものを、北側の宅地前面の新設の道路側溝へ、排水いた

します。汚水排水については、宅内で集水したものを、北側の宅地前、前面道路の既存の公共下

水道に接続、排水いたします。 

 切土・盛土について御説明いたします。２１ページを御覧ください。申請地内において切土は

行わず、盛土は最大で約５０cm程度の計画となっております。隣地境界は、コンクリートブロッ

クを設置し、土留めと土砂等の流出防止を行います。 

 最後に、地元水利承諾書について御説明いたします。地元からは、令和７年１月２０日付で、

入居者は自治会に入る条件付きでの承諾書の提出があっております。併せまして、区域委員の署

名捺印を頂いていることから、事務局で受理しております。 

 地元委員さんから補足等ありましたら、よろしくお願いいたします。 

○委員（２０番 松尾 茂樹君）  現地でも申しましたようにですね、ちょっとここは書類の不備

があったんですけれども、行政区長が水利組合及び農区長のほうに行政区長の吉村氏としてしま

っておりました。業者のほうからサインをお願いしますということで、示されるわけなんですけ

れども、対策としましては、今後、同じようなことが起こらないように、こちらみたいに、氏名

じゃなくて役職名を言って、業者の方が勘違いされないような形で対応したいと思っております。  

 以上です。 

○議長（西  孝則君）  事務局の説明が終わりました。意見等ありましたら、挙手をお願いしま

す。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（西  孝則君）  なければ、採決に移ります。賛成される農業委員さんは挙手をお願いし

ます。 

〔賛成者挙手11／11名〕 

○議長（西  孝則君）  全員賛成。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（西  孝則君）  次に、議案第４号、利用権の設定ということで説明をお願いします。  

○係（笹野項之輔君）  それでは、議案第４号、利用権の設定について御説明させていただきます。  

 ２２ページを御覧ください。農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律規則第５条第１項

により、市町村は農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を定めることができるとなって

おりますことから、今回、議案を提案させていただいております。 

 今回、新規で３３件、解約更新で３０件、新規と解約更新の混合が５件、変更２件、更新

１３件、以上の８３件の申出があっております。 

 議案の説明としましては、新規を含む案件のみ御説明させていただきます。 

 西会長、安武副会長、渡委員、安部委員、この４名が関係者になりますことから、一時退席の

ほど、よろしくお願いいたします。 

 以降の御進行につきましては、智原副会長のほうにお願いしたいと思います。 

〔西会長、安武委員、渡委員、安部委員 退席〕 

○係（笹野項之輔君）  すみません。それでは、議案第４号の説明を続けさせていただきます。  

 まず２２ページ、申請番号３─２９４、青柳町及び青柳にございます９筆、面積１万

２４７.１５ｍ２、貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２０年

１２月末までの貸借りとなっております。 

 続きまして２３ページ、申請番号３─２９５、谷山にございます１筆、面積１,５９０ｍ２、

貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和１７年１２月末までの貸借り

となっております。 

 続きまして２４ページ、申請番号３─２９６、小竹にございます２筆、面積２,１７５ｍ２、

貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２０年１２月末までの貸借り

となっております。 

 続きまして、申請番号３─２９７、米多比にございます２筆、面積２,５１５ｍ２、貸付人、

借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和１７年１２月末までの貸借りとなって

おります。 

 続きまして２５ページ、申請番号３─２９８、小山田にございます２筆、面積３,２６５ｍ２、
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貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２２年１２月末までの貸借り

となっております。 

 続きまして、申請番号３─２９９、久保にございます１筆、面積１,１２５ｍ２、貸付人、借

受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和１７年１２月末までの貸借りとなってお

ります。 

 続きまして２６ページ、申請番号３─３００、久保にございます１筆、面積７２７ｍ２、貸付

人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和１６年１２月末までの貸借りとな

っております。 

 続きまして、申請番号３─３０１、筵内にございます２筆、面積４,２６１ｍ２、貸付人、借

受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２０年１２月末までの貸借りとなってお

ります。 

 続きまして２７ページ、申請番号３─３０２、筵内にございます３筆、面積２,８２９ｍ２、

貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和１６年１２月末までの貸借り

となっております。 

 続きまして、申請番号３─３０３、薦野にございます４筆、面積８,３３３ｍ２、貸付人、借

受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和１３年１２月末までの貸借りとなってお

ります。 

 続きまして２８ページ、申請番号３─３０５、筵内にございます１筆、２,５３２ｍ２、貸付

人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２６年１２月末までの貸借りとな

っております。 

 続きまして２９ページ、申請番号３─３０６、谷山にございます１筆、面積１,７６２ｍ２、

貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和１２年１２月末までの貸借り

となっております。 

 続きまして、申請番号３─３０７、薦野にございます４筆、面積４,２７９ｍ２、貸付人、借

受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和１０年１２月末までの貸借りとなってお

ります。 

 続きまして３０ページ、申請番号３─３０８、谷山にございます１筆、面積２,８７４ｍ２、

貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年６月１日から令和１６年１２月末までの貸借りと

なっております。 

 続きまして、申請番号３─３０９、谷山にございます２筆、面積５,５７０ｍ２、貸付人、借

受人は記載のとおりです。令和７年６月１日から令和１６年１２月末までの貸借りとなっており

ます。 
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 続きまして３１ページ、申請番号３─３１０、薬王寺にございます２筆、面積５,７４１ｍ２、

貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２７年１２月末までの貸借り

となっております。 

 続きまして、申請番号３─３１１、薬王寺にございます１筆、面積１,１９３ｍ２、貸付人、

借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２７年１２月末までの貸借りとなって

おります。 

 続 き ま し て ３ ２ ペ ー ジ 、 申 請 番 号 ３ ─ ３ １ ３ 、 薬 王 寺 に ご ざ い ま す ４ 筆 、 面 積

１,１１０.６３ｍ２、貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２７年

１２月末までの貸借りとなっております。 

 続きまして３３ページ、申請番号３─３１４、薬王寺にございます２筆、面積１,８２５ｍ２、

貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２７年１２月末までの貸借り

となっております。 

 続きまして、申請番号３─３１５、薬王寺にございます５筆、面積２,９３１ｍ２、貸付人、

借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２７年１２月末までの貸借りとなって

おります。 

 続きまして３４ページ、申請番号３─３１６、薬王寺にございます１筆、面積６４７ｍ２、貸

付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２７年１２月末までの貸借りと

なっております。 

 続きまして３５ページ、申請番号３─３１７、薬王寺にございます１筆、面積５６９ｍ２、貸

付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２７年１２月末までの貸借りと

なっております。 

 続きまして、申請番号３─３１８、川原にございます１筆、面積１,７１６ｍ２、貸付人、借

受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２７年１２月末までの貸借りとなってお

ります。 

 続きまして３６ページ、申請番号３─３１９、川原、青柳町及び青柳にございます１０筆、面

積９,０９７ｍ２、貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２７年

１２月末までの貸借りとなっております。 

 続きまして３７ページ、申請番号３─３２０、筵内にございます１筆、面積１,５９７ｍ２、

貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２６年１２月末までの貸借り

となっております。 

 続きまして、申請番号３─３２１、筵内にございます１筆、面積１,１８６ｍ２、貸付人、借

受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２６年１２月末までの貸借りとなってお
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ります。 

 続きまして３８ページ、申請番号３─３２２、筵内及び久保にございます３筆、面積７,３２４ｍ２、

貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２６年１２月末までの貸借り

となっております。 

 続きまして、申請番号３─３２３、筵内にございます２筆、面積６３６ｍ２、貸付人、借受人

は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２６年１２月末までの貸借りとなっておりま

す。 

 続きまして３９ページ、申請番号３─３２４、筵内にございます２筆、面積２,２２１ｍ２、

貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２６年１２月末までの貸借り

となっております。 

 続きまして、申請番号３─３２５、筵内にございます３筆、面積５,３１７ｍ２、貸付人、借

受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２６年１２月末までの貸借りとなってお

ります。 

 続きまして４０ページ、申請番号３─３２６、筵内にございます１筆、面積１,０４５ｍ２、

貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２６年１２月末までの貸借り

となっております。 

 続きまして、申請番号３─３２７、筵内にございます２筆、面積２,０１７ｍ２、貸付人、借

受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２６年１２月末までの貸借りとなってお

ります。 

 続きまして４１ページ、申請番号３─３２８、筵内にございます４筆、面積２,４８０.９１ｍ２、

貸付人、借受人は記載のとおりです。令和８年１月１日から令和２６年１２月末までの貸借りと

なっております。 

 続きまして４２ページ、申請番号３─３３０、今在家、筵内及び久保にございます９筆、面積

７,００７ｍ２、貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和１６年

１２月末までの貸借りとなっております。 

 続きまして４７ページ、申請番号３─３３８、米多比にございます６筆、面積４,３０１ｍ２、

貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和１６年１２月末までの貸借り

となっております。 

 続きまして５０ページ、申請番号３─３４３、青柳にございます３筆、面積３,７３４ｍ２、

貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和１６年１２月末までの貸借り

となっております。 

 すみません、また続きまして５６ページ、申請番号３─３５４、筵内にございます３筆、面積
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２,５０４ｍ２、貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２８年

１２月末までの貸借りとなっております。 

 続きまして最後、６０ページ、申請番号３─３６１、筵内にございます４筆、面積４,００３ｍ２、

貸付人、借受人は記載のとおりです。令和７年３月１１日から令和２６年１２月末までの貸借り

となっております。 

 議案の説明としましては以上でございます。 

 最後に、新規の利用権設定につきましては、近隣の区域委員の署名捺印等を頂いておりますこ

とから、市で受理いたしております。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（智原 利彦君）  事務局から説明は終わりました。また質問等ありますか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（智原 利彦君）  なかったら、賛成の方、挙手をお願いします。  

〔賛成者挙手８／８名〕 

○議長（智原 利彦君）  はい。全員賛成。 

〔西会長、安武委員、渡委員、安部委員 着席〕 

午後３時26分閉会 

─────────────────────────────────── 
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  会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

       令和  年  月  日 
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